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議事 

日程 
議件番号 議     件    名 審議結果 

日程 

第１ 
 

議事録署名委員の指名 

（ １番 中 川  ・ ４番 田 頭 ） 
決  定 

日程 

第２ 
 

会期の決定 

（４月２３日から ４月２３日までの１日間） 
決  定 

日程 

第３ 
 諸般の報告 報告済み 

日程 

第４ 
報告第１号 令和６年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の実施について 報告済み 

日程 

第５ 
報告第２号 令和６年度緊急災害時等スクールバス配車体制について 報告済み 

日程 

第６ 
報告第３号 令和６年４月１日付け教育委員会事務局職員の人事について 報告済み 

日程 

第７ 
議案第１号 豊頃町教育支援委員会委員の委嘱について 原案可決 

日程 

第８ 
議案第２号 豊頃町学校運営協議会委員の委嘱について 原案可決 

日程 

第９ 
協議第１号 豊頃町教育事務執行の点検・評価報告書（案）について 原案可決 

日程 

第 10 
協議第２号 

豊頃町教育事務執行の点検・評価に係る学識経験を有する者の知見の

活用について 
原案可決 

日程 

第 11 
議案第３号 要保護・準要保護児童生徒の認定について 原案可決 
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令和６年第４回定例教育委員会議議事録 

中川教育長 挨拶 

ただいまから、第４回定例教育委員会議を開催いたします。 

日程第１「議事録署名委員の指名」であります。  

１番 中川、４番 田頭委員、よろしくお願いいたします。 

日程第２「会期の決定」です。 

「４月２３日」本日１日といたしたいと思います。ご意見ありませんか。 

各委員 なし。 

中川教育長 では、本日１日限りとさせていただきます。 

日程第３「諸般の報告」を行います。 

佐藤係長 「総務係、学校教育係、社会教育係、体育振興係、図書館、給食センター、 

える夢館ギャラリー」について、別紙により主な行事等について報告する。 

中川教育長 諸般の報告について何かご質問・ご意見等はございますか。 

各委員 なし。 

中川教育長 それでは、諸般の報告については報告済みとさせていただきます。 

日程第４ 報告第１号「令和６年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の実施につい

て」を議題とします。 

事務局から報告をします。 

森課長 報告第１号を報告する。 

 １ページをご覧ください。 

本調査は、スポーツ庁の実施要領に基づき行うもので、国が全国的な子供の体力・運動能

力や運動習慣等の向上に係る施策の成果と課題を検証し、その改善を図ることを目的とす

るものであります。また、教育委員会や学校においても本調査結果を活用し、状況把握、

課題に対応した施策の実施や体育・保健体育の授業等の充実・改善に役立てることを目的

としています。 

調査対象者は、すべての小学校第５学年並びに中学校第２学年とし、本年４月から７月

末までの期間で実施することとなっております。調査内容につきましては、小中学校とも

８種目の実技と、質問紙による運動習慣、生活習慣等に関する調査。学校と教育委員会に

対しても質問紙による調査を実施するものであります。 

調査の実施要領については、２ページ以降をご覧ください。また、調査実施に関するス

ケジュールにつきましては、９ページのとおりとなっています。４月から７月に調査を実

施し、１２月に調査結果を受領する予定となっております。 

以上、報告します。 

中川教育長 報告第１号について事務局の説明を終わります。 

本件につきまして、ご質問・ご意見等ございますか。 

各委員 なし。 
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中川教育長 本件につきましては、報告済みとさせていただきます。 

日程第５ 報告第２号「令和６年度緊急災害時等スクールバス配車体制について」を議

題とします。 

事務局から報告をします。 

森課長 報告第２号を報告する。 

配車体制については、１３ページをご覧ください。 

豊頃小学校につきましては、児童・教職員１１８名をスクールバス４台。連絡車両とし

て教職員車両１台で輸送するという形です。 

豊頃中学校につきましては、生徒・教職員７３名をスクールバス３台。連絡車両として

教職員車両１台で輸送するという形です。 

大津小学校につきましては、児童・教職員２０名を教職員車両で輸送します。 

輸送予定時間は、豊頃小学校、豊頃中学校については、車庫出発から豊頃小中学校に１

０分で到着し、１０分で児童生徒がバスに乗り込み学校を出発し、避難所のえる夢館まで

１０分。合計の所要時間を３０分で想定しています。 

大津小学校につきましては、台風・洪水時などの避難所であります大津地域コミュニテ

ィセンターまで所要時間３分。大津波警報時の避難場所であります国道３３６避難場所ま

では教職員車両を使いまして、１０分を想定しています。 

以上報告します。 

中川教育長 報告第２号について事務局の説明を終わります。 

本件につきまして、ご質問・ご意見等ございますか。 

長濱代理 豊頃小学校と豊頃中学校では災害時を想定した避難訓練等は実施されているのですか。 

森課長 豊頃中学校では、防災教育を行う際にえる夢館はるにれホールまでの避難訓練を実施し

ています。避難の際にはスクールバスを活用しております。豊頃小学校については、える

夢館までの避難訓練に関しては近年実施しておりません。 

長濱代理 今後もこのようなスクールバスを活用した避難体制を整備するのであれば豊頃小学校も

避難訓練を検討していく必要があると思います。 

森課長 今後、避難訓練の内容について学校へ確認をとっていきたいと思います。 

なお、配車体制については明日の校長・教頭会議にて提案させていいただきたいと思い

ます。 

中川教育長 豊頃町学校・豊頃中学校は併設校となりましたので、今後の避難訓練等も合同でおこな

う話も校長会から聞いているところであります。 

その他ご質問等ございますか。 

各委員 なし。 

中川教育長 本件につきましては、報告済みとさせていただきます。 

日程第６ 報告第３号「令和６年４月１日付け教育委員会事務局職員の人事について」

を議題とします。 

事務局から報告をします。 
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森課長 報告第３号を報告する。 

４月１日付けで教育委員会事務局 職員 横浜順平の豊頃町教育委員会出向を解く。 

職員 森直史の教育課学校給食センター管理係長兼務を解く。 

職員 菅野正文の教育課学校給食センター管理係長を命ずる。 

職員 松井州磨の教育課勤務を命ずる。 

職員 藤原航の教育課勤務を命ずる。 

以上の辞令発令を行いましたので、ご報告申し上げます。 

中川教育長 報告第３号について事務局の説明を終わります。 

本件につきまして、ご質問・ご意見等ございますか。 

各委員 なし。 

中川教育長 本件につきましては、報告済みとさせていただきます。 

日程第７ 議案第１号「豊頃町教育支援委員会委員の委嘱について」を議題とします。 

事務局から説明をします。 

森課長 議案第１号を説明する。 

「豊頃町教育支援委員会規則」第４条第１項の規定により、４月１日付け教職員の人事

異動に伴い、大津小学校教諭外山裕士氏を、豊頃町教育支援委員会委員に委嘱したいので、

ご審議くださるようよろしくお願いしいたします。 

任期は、前任者の残任期間となります、令和６年５月１日から令和７年９月３０日まで

です。 

また、１６ページに委員会規則抜粋を、承認後の全委員の名簿を１７ページに記載して

おりますのでご参照ください。 

以上、よろしくお願いいたします。 

中川教育長 議案第１号について事務局の説明を終わります。 

本件につきまして、ご質問・ご意見等ございますか。 

各委員 なし。 

中川教育長 本件につきましては、原案のとおり決定いたしました。 

日程第８ 議案第２号「豊頃町学校運営協議会委員の委嘱について」を議題とします。 

事務局から説明をします。 

森課長 議案第２号を説明する。 

１８ページをご覧ください。 

「豊頃町学校運営協議会規則」第８条の規定により、４月１日付け教職員の人事異動に

伴い、豊頃小学校中野真一教頭、大津小学校幸坂秀樹教頭を豊頃町学校運営協議会委員に

委嘱したいので、ご審議くださるようよろしくお願いします。 

任期は、前任者の残任期間の令和６年５月１日から令和７年３月３１日までです。 

なお、１９ページに委員会規則抜粋を、全委員の名簿を２１ページに記載しております

のでご参照ください。 

以上、よろしくお願いいたします。 
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中川教育長 議案第２号について事務局の説明を終わります。 

本件につきまして、ご質問・ご意見等ございますか。 

各委員 なし。 

中川教育長 本件につきましては、原案のとおり決定いたしました。 

日程第９ 協議第１号「豊頃町教育事務執行の点検・評価報告書（案）について」を議

題とします。 

事務局から説明をします。 

森課長 協議第１号を説明する。 

２２ページをご覧ください。 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２６条の規定により、別添の資料のと

おり、令和５年度豊頃町教育事務執行の点検・評価報告書を作成するものであります。 

報告書の内容について、別添資料によりご説明いたします。 

１ページには、点検・評価の趣旨、対象、方法について記載しています。 

２ページから４ページは、昨年度の教育委員会議の開催状況について記載しています。 

５ページからは教育関係条例、規則等の制定及び一部改正、計画等の策定状況について

記載しています。 

６ページは教育委員会委員の諸行事や研修会への参加状況について記載しています。 

７ページは、教育委員会で設置している審議会等の開催状況について記載しています。 

８ページは各種学習情報や全国学力・学習状況調査、全国体力・運動能力、運動習慣等

調査の結果公表など、町民への情報提供の状況について記載しています。 

９ページには昨年度の文化賞・スポーツ賞表彰の実施状況について記載しています。 

９ページ中段から１５ページまでは、令和５年度の教育行政執行方針の点検・評価につ

いて、項目ごとに記載しています。 

今後、教育委員皆様のご意見とともに、外部評価について学識経験者のご意見をいただ

き、その内容を包含した報告書を５月定例教育委員会にはかり、決定いただいた後、報告

書を町議会に提出します。 

なお、その後、町ホームページに掲載し、公表するよう進めたいと考えておりますので、

ご協議くださるようよろしくお願いいたします。 

中川教育長 協議第１号について事務局の説明を終わります。 

本件につきまして、ご質問・ご意見等ございますか。 

各委員 なし。 

中川教育長 本件につきましては、原案のとおり決定いたしました。 

日程第１０ 協議第２号「豊頃町教育事務執行の点検・評価に係る学識経験を有する者

の知見の活用について」を議題とします。 

事務局から説明をします。 

森課長 協議第２号を説明する。 

議案書２４ページをご覧ください。 

「豊頃町教育事務執行の点検評価等に関する規程 」第３条第３項の規定に基づき、教
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育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、櫻井康雄氏及び山本芳博氏の２名

の方に意見を伺おうとするものであります。 

なお、両氏は、それぞれ本町教育委員会委員としての経歴を有しており、同規程による

適任者であるものと考えております。ご協議くださるようよろしくお願いいたします。 

中川教育長 協議第２号について事務局の説明を終わります。 

本件につきまして、ご質問・ご意見等ございますか。 

各委員 なし。 

中川教育長 本件につきましては、原案のとおり決定いたしました。 

日程第１１ 議案第３号「要保護・準要保護児童生徒の認定について」を議題とします。 

事務局から説明をします。 

森課長 議案第３号を説明する。 

追加議案書１ページをご覧ください。 

令和６年度要保護・準要保護児童生徒の認定申請が、２ページの一覧のとおり９件あり

ました。内訳は、児童６名、生徒４名、計１０名の９件すべてが準要保護としての申請と

なっています。 

「豊頃町就学援助認定要領」第５条及び第６条の認定要件の規定により審査した結果、

申請者一覧の№７については、要領第５条第１項及び第２項のいずれの要件にも該当せず、

第６条の生活保護基準との比較においても、世帯の収入額が生活保護基準の１．３倍を超

えているため認定要件に該当しないことから認定しないこととし、それを除く８件につい

ては、要領第５条第１項第１号「生活保護法に基づく保護の停止または廃止を受けた者」、

第２号「町民税が非課税または減免された者」、第５号「国民年金の掛金が減免された者」、

第７号「児童扶養手当の受給者」又、第６条の生活保護基準との比較で世帯の収入額が生

活保護基準の１．３倍以内であることから第５条第２項第８号の「その他特別な事情によ

り著しく経済的に困窮している者」、以上申し上げましたいずれかの認定要件に該当して

いるものとして確認しております。 

このことから、今回申請された９件について、８件は同要領第２条の規定基づき、就学

援助対象者として認定し、１件については認定しないものとしてよろしいかをご審議くだ

さるようよろしくお願いいたします。 

中川教育長 議案第３号について事務局の説明を終わります。 

本件につきまして、ご質問・ご意見等ございますか。 

各委員 なし。 

中川教育長 本件につきましては、原案のとおり決定いたしました。 

続いて、その他の当面する日程について説明お願いします。 

森課長 １当面する日程 

 ４月２８日（日）豊頃中学校旧校舎お別れ会 

５月２５日（土）豊頃中学校体育祭 

６月 ２日（日）大津小学校地域合同大運動会 
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６月 ９日（日）豊頃小学校運動会 

２次回委員会開催日時 ５月２２日（水）１４：００～ 

中川教育長 当面する日程について何かご質問等ございますか。 

各委員 なし。 

中川教育長 なお、６月の学校訪問ですが６月１７日の週で調整したいと思います。 

これを持ちまして、令和６年第４回定例教育委員会議を閉会します。 

 


